
日　時 11時

場　所 　公立玉名中央病院　応接室

出席者

　議題1 定款の一部改正について

・議長(理事長)が理事全員の出席を確認し本会は有効に成立した旨を告げて審議に入った。

・議長が議事録署名理事二人(牛島・池上)を指名した。

・定款変更理由と内容について池上理事より以下の説明があった。

　　・地方独立行政法人くまもと県北病院機構定款第17条の表を次のよう改める。

　　・附則の次の別表を次のように改める。

・上記内容を理事全員一致で承認し議長が閉会宣言した。

地方独立行政法人くまもと県北病院機構 平成29年度第5回理事会 議事録

平成30年2月27日

　中野理事長　牛島副理事長　津田理事　池上理事

議　題

名称 所在地

　　・本年4月1日に一般社団法人玉名郡市医師会から玉名地域医療センターに係る事業譲渡
　　　を受け、二つの病院を運営することになったため定款変更が必要となった。

 公立玉名中央病院

 玉名地域保健医療センター

　　　1項を加わえる。

 玉名市中1950番地

 玉名市玉名2172番地

　　・第20条第2項中「別表」を「別表1」に改め、同条第3項を第4項とし同条第2項に次の

　　　　この定款は、地方独立行政法人くまもと県北病院機構と、一般社団法人玉名郡市
　　　　医師会立玉名地域医療センターとの経営統合の日から施行する。

　　　　3 一般社団法人玉名郡市医師会から法人へ譲渡された土地及び建物については、
　　　　別表2に掲げるものとする。


